
京都華頂⼤学・華頂短期⼤学 公的研究費内部監査規程 

 
（趣旨） 
第1条 京都華頂⼤学・華頂短期⼤学（以下「本学」という。）における公的研究費の内部監

査（以下「監査」という。」については、京都華頂⼤学・華頂短期⼤学公的研究費取扱規
程（以下「取扱規程」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実
施する。 

 
（内部監査部⾨） 
第2条 内部監査部⾨は取扱規程に定める最⾼管理責任者の直轄的な組織とし、次に掲げる者

により構成する。 
(1) コンプライアンス推進責任者 
(2) 総務部学⻑室及び総務課に所属する者 
(3) その他学⻑が必要と認める者 
2. 内部監査部⾨は、最⾼管理責任者の直轄的な組織としての位置付けを明確化するととも

に、実効性ある権限を付与し強化する。 
 
（監査区分） 
第3条 監査を次の各号のとおり区分する。 

(1) 科学研究費の通常監査（以下「科研費通常監査」という。） 
(2) 科学研究費の特別監査（以下「科研費特別監査」という。） 
(3) 科学研究費を除く公的研究費の監査（以下「公的研究費監査」という。） 

 
（監査計画の⽴案） 
第4条 内部監査部⾨は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施

基準）」に⽰されているリスクを踏まえ、本学の実態に即した不正発⽣要因を分析のうえ、
監査計画を⽴案する。 

 
（監査対象等） 
第5条 監査は、年１回以上実施することとし、次の各号に定める⽅法により実施する。 

(1) 科研費通常監査は、本学において科学研究費の交付を受けている研究課題数の概ね 10
パーセント以上を対象として、リスクアプローチの⼿法により実施する。 

(2) 科研費特別監査は、科研費通常監査の対象となった研究課題のうち概ね 10 パーセント
以上を対象として、リスクアプローチの⼿法により実施する。 

(3) 公的研究費監査は、科学研究費を除く公的研究費を対象に前 2 号に準じて実施する。 
 



 
2. リスクアプローチの⼿法で、不正が発⽣するリスクに対して重点的にサンプルを抽出し、

抜き打ちなどを含めて研究者等へのヒアリングをはじめとする次の監査を実施する。 

(1) 旅費の⼀定期間分を抽出し、出張の⽬的や概要、出張記録等を確認。  

(2) 研究補助者等⾮常勤雇⽤者の勤務実態等を確認。 

(3) 購⼊物品の納品状況及び使⽤状況、納品後の物品等の現物を確認。 

(4) 各種申請書や取引業者の帳簿等との突合。 

 

（研究者等の義務） 
第6条 公的研究費の交付を受けた研究者並びに公的研究費の管理に関わる事務部⾨の関係

者は、内部監査部⾨の要請に応じて、帳票及び諸資料の提出並びに事実の説明等を⾏い、
円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協⼒しなければならない。 

 
（内部監査部⾨の義務） 
第7条 内部監査部⾨において監査にあたる者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 業務上知り得た事項は、監査の実施及び報告並びに不正⾏為の未然防⽌、再発防⽌の⽬
的以外にしてはならないこと。 

(2) 監査は事実に基づいて⾏い、常に必要な技術、知識の習得に努め、信頼性の⾼い、公正
な監査を実施すること。 

(3) 毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかなど、
財務情報に対するチェックを⼀定数実施すること。また、公的研究費等の管理体制の不
備の検証も⾏うこと。 

(4) 過去の監査結果等を通じて把握された不正発⽣要因に応じて、監査計画を随時⾒直し、
効率化・適正化を図ること。また専⾨的な知識を有する者（公認会計⼠や他の機関で監
査業務の経験のある者等）を活⽤して監査の質の向上を図ること。 

(5) 効率的・効果的かつ多⾓的な監査を実施するために、監事及び会計監査⼈との連携を強
化し、必要な情報提供等を⾏うとともに、不正防⽌に関する内部統制の整備・運⽤状況
や、モニタリング、内部監査の⼿法、公的研究費等の運営・管理の在り⽅等について定
期的に意⾒交換を⾏うこと。 

(6) ⽂部科学省が実施すべき事項に掲げる調査について協⼒すること。 
 
（結果報告） 
第8条 内部監査部⾨は、監査結果を最⾼管理責任者に報告するとともに、必要に応じて公認

会計⼠による追加監査の実施を要請することができる。 
2. 内部監査部⾨は各年度の監査結果を取りまとめ、コンプライアンス教育の⼀環として学

内で周知を図るなど、不正⾏為の未然防⽌・再発防⽌を徹底するために活⽤する。 
 



 
（規程の改廃） 
第9条 この規程の改廃は、部⻑会の議を経て本学学⻑がこれを決定する。 
 

附 則 
この規程は、平成 28 年 2 ⽉ 17 ⽇から施⾏し、平成 27 年度の公的研究費から適⽤する。 

附 則 
この規程は、令和 4 年 12 ⽉ 12 ⽇から施⾏し、令和 4 年度の公的研究費から適⽤する。 

 
 
 


